
共通編

障害福祉サービス等集団指導

令和５年度 熊本市障がい福祉課



受講方法

• 共通編と各サービス編で構成されています。
必ず両方の資料を確認してください。

• なお、受講後は、電子申請システムでの報告
をお願いします。

• 報告がない場合は、受講完了とみなされま
せんので御注意ください。
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１、集団指導及び実地指導について
～指導・監査の流れ～

《集団指導》 （1回／年）

・対 象：全事業者

・目 的：関係法令・制度の趣旨・目的の周知及び理解の促進 算定要

件等の周知による過誤・不正請求の防止など

※未受講の場合、個別に指導を行うことがあります。



１、集団指導及び実地指導について
～指導・監査の流れ～

《実地指導》 （概ね3年に1回）

•対 象：全事業者

•実施方法：計画的に実施する一般指導、苦情･通報などによる随時指導

•目 的：事業所の所在地等において、関係書類の閲覧とヒアリング

を行うことにより、「サービスの質の確保と向上」、「利用者

の尊厳の保持や人権擁護」及び「適正な介護報酬等の請求

等」を確認するため。



１、集団指導及び実地指導について
～指導・監査の流れ～

《運営指導》

関係法令及び指定基準に照らし、適正な運営が行われているか確認し、不
適切適切な場合は指導を行う。

《報酬請求指導》

報酬基準等に照らし、基本報酬及び加算の算定要件や必要な人員の体制
が確保されているか等を確認し、不適切な場合は指導を行う。

関係法令・制度の趣旨・目的の周知及び理解の促進算定要件等の周知によ
る過誤・不正請求の防止など。



１、集団指導及び実地指導について
～指導・監査の流れ～

改善報告書の提出、及び過誤調整等が必要な場合
はその処理が期限内に改善できれば完了

期限内に改善ができない場合

再指導

監 査

度重なる指導をしても改善できない場合等

① 虐待の疑い

② 重大な基準違反の疑い

③ サービス内容や介護給付費の請求等に、
不正または著しい不当の疑い

《適正・おおむね適正、または改善が必要な場合》 《緊急に調査が必要な場合》



１、集団指導及び実地指導について
～指導・監査の流れ～監査について

勧告に従わない場合：公表

期限内に改善できない場合
：改善命令

期限内に改善できた場合
：公示

命令後にも改善できない場合：指定取消等の行政処分の対象

期限内に改善：完了

直ちに指定取消等には至らないが、改善が必要と認められる場合：改善勧告



１、集団指導及び実地指導について
～指導・監査の流れ～監査について

指定取消等の行政処分の対象となる場合

→聴聞または弁明の機会の付与

●行政処分

・指定（登録）取消

・指定（登録）の全部または一部の効力停止

・返還額の確定、加算金の付加

●取消処分により欠格事由該当者となる者

・法人の役員

・その事業所を管理する者（管理者等）



２、業務管理体制の整備・届出

目的

指定障害福祉サービス事業者等による不正事案を未然に防止するとともに再発を防止し、

事業運営の適正化を図ること。

事業所等職員の法令遵守を確保するための責任者が置かれていること、開設する事業所

等の数に応じ、法令遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載し

た「法令遵守規程」の整備、外部監査などによる「業務執行の状況の監査」が行われている

ことが必要とされます。



２、業務管理体制の整備・届出

●法令順守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。

●届出は根拠条文ごとに行う必要があります。
障害者総合支援法

①第５１条の２ 障害福祉サービス事業及び、障害者支援施設

②第５１条の３１ 一般・特定相談支援事業

児童福祉法

③第２１条の５の２６ 障害児通所支援事業

④第２４条の１９の２ 障害児入所施設

⑤第２４条の３８ 障害児相談支援事業



２、業務管理体制の整備・届出

《事業者が整備する業務管理体制》

事業所の数：1以上20未満 事業所の数：20以上100未満 事業所の数：100以上

①法令順守責任者の選任 ①法令順守責任者の選任
②法令順守規定の整備

①法令順守責任者の選任
②法令順守規定の整備
③自主監査の実施

区分 届出先

２以上の都道府県に事業所等が所在 厚生労働省（社会・援護局企画課）

熊本市内に全ての事業所等が所在 熊本市（障がい福祉課）

上記以外の事業者 熊本県（障がい者支援課）

《業務管理体制の整備に関する事項の届出先》



３、令和5年度実地指導について

●令和5年度指導実績

系統 サービス種別 指導件数（サービス）

居宅系 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 ２５件

日中活動系 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援 ４８件

相談系 一般（地域移行、地域定着）、特定、障害児相談支援 ５２件

入所系 施設入所、共同生活援助、短期入所 １４件

児童通所系 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援 ７２件



３、令和5年度実地指導について

実地指導における主な指導事項（運営に関する基準）

内容及び手続の説明及び同意

利用申込者本人から署名等により確認を受けることが必要です。
それによりがたい場合は、契約書等に署名代理人欄を設け、利用申込者の同意を得た家族等から署名
等を受けることが必要です。
契約の相手方は、利用者が児童の場合は保護者となります。

●重要事項説明書や契約書において、説明日・契約日や利用申込者本人の署名等の確
認の形跡がない。
●本人署名欄に利用申込者本人の名前を代理人が署名している。
●代筆者と代理人を混同し、代理人欄に代筆者を記入している。



３、令和5年度実地指導について

実地指導における主な指導事項（運営に関する基準）

内容及び手続の説明及び同意

法人代表者以外の者の名義で契約する場合、法人代表者から当該契約名義人に対する権限の委任及び
法人内部での規定を整備し、利用申込者に説明することが必要です。

●利用契約書の契約が、契約の権限を有しない事業所の管理者名で行われている。

●重要事項説明書、契約書等の作成に際して、利用者の障がい特性に応じた対応がなされ
ていない。

ルビ版、拡大文字版、点字版、録音テープ版等、いろいろな障がいの人が理解できるものを
あらかじめ作成するなど工夫する必要があります。



３、令和5年度実地指導について

実地指導における主な指導事項（運営に関する基準）

契約支給量の報告等

契約や契約内容（時間、日数）を変更（契約を終了したときを含む。）をしたときは、受給者証
へ記載の上、各区役所福祉課へ「契約内容報告書」を遅滞なく届け出てください。

※契約内容報告書については、熊本市HPに様式を掲載しております。

●市町村に対して、受給者証記載事項等を報告していない。
●受給者証に契約内容が記載されていない。



３、令和5年度実地指導について

実地指導における主な指導事項（運営に関する基準）

受給資格の確認

利用者の受給者証の写しを取り、利用者の個人ファイルに保管するなどして、支給決定を受けているこ
とを確認するようにしてください。

※特にサービスの更新をした際に、支給量の変更がある場合がありますので、再確認をお願いします。

●利用者の受給者証の写しを取るなどの確認を行っていない。又は直近の支給量を把
握していない。



３、令和5年度実地指導について

実地指導における主な指導事項（運営に関する基準）

アセスメント票などを参考に、状況の変化や環境等の変更があれば、その都度修正を行うよう
にしてください。

心身の状況の把握

●個別支援計画等の作成に当たり、利用者の状況を把握・分析し、サービスの
提供によって解決すべき課題を明らかにしていない（アセスメントを実施して
いない）。
●サービスの利用開始時の状況から、利用者の心身の状況、その置かれている
環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等に変化又は変更
があったが、これを適切に把握せず、又記録も残していない。



３、令和5年度実地指導について

実地指導における主な指導事項（運営に関する基準）

サービスの提供の記録

利用者及び事業者が、サービスの利用状況等を把握できるようにするため、サービスを提供した
際には、当該サービスの提供日、提供したサービスの具体的内容（例：身体介護と家事援助の別
等）、実績時間数等の利用者に伝達すべき必要な事項を、その都度記録しなければならないととも
に、記録した内容について利用者の確認を得なければなりません。
また、今後のサービス提供に活かすことができるよう、利用者の心身の状況等を詳細に記録する
ことが必要です。

●記載内容に不備（具体的なサービス内容が記載されていない）がある。
●記載した内容について、利用者から確認を受けていない。
●記録をしていない。



３、令和5年度実地指導について

実地指導における主な指導事項（運営に関する基準）

介護給付費等の額に係る通知等

法定代理受領により市町村から介護給付費等の支払を受けたときは、本来の受領者である利用者に
対して、代理受領した額等（金額の内訳や提供時間等も併せて示すことが望ましい）を書面により通知
すること。
毎月、利用者に必ず交付してください。
「介護給付費等の額（代理受領額）の通知」の参考様式は、熊本市ホームページに掲載しておりますので、
ご確認ください。

●利用者に対して、介護給付費等の金額等を記載した代理受領した旨の通
知がされていない。



３、令和5年度実地指導について

実地指導における主な指導事項（運営に関する基準）

基本取扱方針

自ら提供するサービスが適切かどうか評価し、サービスの質の向上に役立てること（評価表の整備、満
足度調査等）。
評価結果については、①自らのホームページに掲載する、②重要事項説明書に添付する、③利用者に
配布する、④事業所の見やすい場所に掲示する、などの方法で積極的な公表を行ってください。

●法人代表者の責任の下、管理者が従業者と協議し、自ら提供するサービスの質の評
価を実施していない。
●実施しているが、その評価結果について公表を行っていない。



３、令和5年度実地指導について

実地指導における主な指導事項（運営に関する基準）
管理者の責務

常勤換算数に応じて必要な職員は上段に記載し、それ以外の職
員については、様式下段に記載し、職員配置が適正に管理され
ているか確認を行うこと。

常勤換算数に算入できない職員を記載する（管理者、サービス
管理責任者、事務員、調理員など）



３、令和5年度実地指導について

実地指導における主な指導事項（運営に関する基準）

勤務体制の確保等

運営規程に定めた研修回数により年間計画等を策定し、実施後は参加者名簿、研修内容、資料等も含
め、記録を残してください。
事業所として、取り組むべき研修の内容としては、従業者の技術向上のほかに、職員のモラル、感染症、
事故やひやり・はっと、虐待防止、苦情対応、サービス提供記録の方法などが考えられます。研修に参
加できなかった従業者や新規従業者のためなどに記録を残し、個別に対応するなどして従業者の質の
向上に努めてください。

●研修が計画的に実施されていない。または一部の従業者しか研修を受けていない。
●研修（内部、外部を含む）の実施記録等が保存されていない。



３、令和5年度実地指導について

実地指導における主な指導事項（運営に関する基準）

苦情解決

組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情の受付日、内容等を記録し、原因の解明と分析を
行うなど再発防止のための取組みを行うこと。
また、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏ま
えたサービスの質の向上に向けた取組みが必要であることから、事業所内での研修等を行うほか、マ
ニュアル（手順）の作成、苦情受付体制の整備、再発防止処置など積極的な取組を行ってください。

●苦情解決に関する記録が作成されていない。
●苦情の内容で「その後の経過」、「再発防止のための取組み」が記録されていない。
●事業所として、「再発防止のための取組み」が行われていない。



３、令和5年度実地指導について

実地指導における主な指導事項（運営に関する基準）

会計の区分

指定事業所（施設）ごとに経理を区分するとともに、サービス種別ごとに会計を区分することが必要で
す。
共通に必要となる事務的な経費（光熱水費、事業所賃借料等）については、収入割、人員割、面積割等
の按分で、支出を区分してください。
就労系事業等における生産活動にかかる収入や工賃等の支出については、事業会計とは別に区分し
てください。なお、その際にも、サービス種別ごとに区分が必要となります。

●指定事業所ごとに経理が区分されていない。
●当該事業の会計とその他の事業の会計が区分されていない。



３、令和5年度実地指導について

実地指導における主な指導事項（運営に関する基準）

記録の整備

●指定事業所で必要な記録が整備されていない。
●サービス提供に関する諸記録や報酬請求の根拠となる書類が５年間保存されていな
い。

消えるペンや鉛筆などの消せる筆記用具で記録しないよう注意してください。
また、令和３年７月１日より、従来書面で保管することとされていた諸記録や契約関係書類について、
相手方の同意を得て、電磁的方法（電子データを双方で確認の上、利用者の同意を得るなど）が可能と
なりました。ただし、相手方が利用者の場合は、その障がい特性に適切な配慮を行うことが必要となり
ます。



４、令和6年4月報酬改定等について（共通事項）

障害福祉サービス等における横断的な改定事項（抜粋）

●現行の処遇改善加算の一本化及び加算率の引き上げ
＜職種間配分ルールの統一、月額賃金改善に関する要件の見直し 等＞

●強度行動障害を有する障害者の受入体制の強化や、「中核的人材」の配置 や「集中的
支援」について評価（生活介護・施設・グループホーム等）
＜基礎研修受講者を20%以上配置し、区分６かつ行動関連項目10点以上の者に支援
を行った場合360単位/日、集中的支援加算（Ⅰ）【新設】1000単位/月 等＞

●感染症発生時に備えた医療機関との連携強化（施設等）
＜障害者支援施設等感染対策向上加算（Ⅰ）【新設】10単位/月 等＞



４、令和6年4月報酬改定等について（共通事項）

障害福祉サービス等における横断的な改定事項（抜粋）

●障害者虐待防止措置や身体拘束の適正化等、必要な基準を満たしていない場合の
減算の導入・見直し（全サービス共通）
＜虐待防止措置未実施減算【新設】所定単位数の1%減算 等＞

●通所系サービスにおける食事提供加算の見直し
＜栄養面の評価を導入したうえで、経過措置を令和９年３月31日まで延長＞

●障害福祉現場の業務効率化（全サービス共通）
＜管理者の兼務範囲の見直し、テレワークの取扱いの明確化、申請書類の標準化 等＞



４、令和6年4月報酬改定等について（共通事項）

●虐待防止措置
施設・事業所における障害者虐待防止の取組を徹底するため、障害者虐待防止措置を
未実施の障害福祉サービス事業所等について、虐待防止措置未実施減算（所定単位数
の１％を減算）を創設。

●身体拘束の適正化
身体拘束等の適正化の徹底を図るため、施設・居住系サービスについて、身体拘束廃止
未実施減算の減算額を５単位 から所定単位数の10％に引き上げ。訪問・通所系サー
ビスについて、減算額を５単位から所定単位数の１％に見直す。

障害福祉サービス等における横断的な改定事項（抜粋）



４、令和6年4月報酬改定等について（共通事項）

●業務継続に向けた感染症や災害への対応力の取組の強化（全サービス）
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な障害福祉サービス等を継続的に提供
できる体制を構築するため、業務継続に向けた計 画の策定の徹底を求める観点から、
感染症又は非常災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬
を減算する。その 際、一定程度の取組を行っている事業所に対し経過措置を設けるこ
ととする。

業務継続計画未策定減算【新設】
・100分の３に相当する単位数を減算 （入所系事業所）
・100分の１に相当する単位数を減算 （入所系以外の事業所）

障害福祉サービス等における横断的な改定事項（抜粋）



４、令和6年4月報酬改定等について（共通事項）

障害福祉サービス等における横断的な改定事項（抜粋）

●情報公表未報告の事業所への対応（全サービス）
利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図
る観点から、障害福祉サービ ス等情報公表システム上、未報告となっている事業所に
対する「情報公表未報告減算」を創設する。

情報公表未報告減算【新設】
・100分の10に相当する単位数を減算 （入所系事業所）
・100分の５に相当する単位数を減算 （入所系以外の事業所）



４、令和6年4月報酬改定等について（共通事項）

※改正内容については、厚生労働省等から随時発出される通知
及びQ＆Aをご確認ください。



５、その他留意事項

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17
年法律第百123号）第41条第1項において、「指定障害福祉サービス事業
者及び指定障害者支援施設の指定は、６年ごとにそれらの更新を受けな
ければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。」と明記されて
おります。

原則、本市から事業所の更新のお知らせはいたしませんので、現在の指定有効期限
の確認を行い、指定更新される場合は、指定有効期限の2ヶ月前までに、指定更新申
請書類を提出してください。
なお、更新申請書類の作成については、必ず最新の様式等を確認した上で作成してく
だい。



５、その他留意事項

●障がい福祉課へのお問合せ等について

基本報酬や加算等の取扱いについては、原則メールにて対応させていただきますの
で、お電話でのお問い合わせはご遠慮いただきますようお願いします。その際、必ず
留意事項通知やQ＆Aをご確認の上ご質問ください。

また、面談をご希望の方は、事前にサービス担当者宛にメールいただき、日程調整
を行った後、お願いします。

なお、不定期ではありますが、当課より周知事項等をメールにてお送りしております
ので、必ず1日に1回以上は、メールの確認をお願いします。



これで共通編は終了になります。

引き続き各種サービスの受講をお願いします。
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